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事前通行規制とは,一 般国道やJRに おいて降雨による斜面災害のリスク低減策 として

用いられる方法であり,災 害が発性する前に当該区間を通行禁止にする措置である.こ の

事前通行規制を実施する主目的としては,斜 面崩壊によって人命の損失や負傷が発生する

可能性を未然に防ぐことが挙げられるが,そ の一方で,規 制する区間が通行できなくなる

ために利用者に不便をもたらすとい うデメリットも存在する.

本研究では一般国道に焦点を絞 り,事 前通行規制における上記のメリッ ト・デメリッ

トを踏まえて,規 制区間の災害発性の危険度のみならず道路管理者および道路利用者が斜

面災害時や事前通行規制時に負担する社会経済的損失を考慮 した,事 前通行規制の基準の

設定方法に関する試算を提案する.具 体的には,降 雨に対する斜面内の地下水位の挙動を

再現するためにタンクモデルを用い,規 制区間において斜面災害時および事前通行規制時

に発生する社会経済的損失に焦点を当てた規制基準雨量の設定方法を検討するものである.

また,連 続雨量による一律の規制基準ではなく,降 雨波形の違いや降雨の継続時間によっ

て異なった規制基準雨量が算定されることを示す.

【キーワー ド】事前通行規制,社 会経済的損失,限 界雨量曲線

1.は じめに

降雨 による斜面崩壊 は毎年の梅雨期 ・台風期 に特

定の地域 で多数発生 し,土 石流 を誘 発 して深刻 な被

害 を引き起 こしてい る.そ れ だけでな く,近 年 の国

土開発 に よ り都市部か ら周辺部へ,そ して さらに丘

陵部か ら山間部へ と発展が進 むにつれ,降 雨による

斜面災害がイ ンフラお よび流通経済 に及ぼす影響が

非常に大きくなってきている.

JRや 一般 国道において,降 雨による斜面災害の リ

スク低減策 として用い られ る方法 は,災 害が発 生す

る前 に当該 区間を通行禁止にする事前通行規制 であ

る.国 土交通省道路 局ホー ムペ ージ ・事前通行 規制

情報(http://www.mlit.go.jp/road/bosai/jizenkisei/kisei.ht

ml)に よれば,事 前通行規制 とは,「 大雨や台風に

よる土砂崩れや落石等の恐れが ある箇所 について,

過去の記録 な どを元 にそれぞれ の規制の基準等を定

め,災 害が発 生す る前 に 『通行止』 な どの規制 を実

施 し,道 路を利用す る皆様の安全 を確保す る」 こと

と述べ られてい る.こ の事前通行規制 を実施す る主

目的 としては,斜 面崩壊 によって人命 の損失や負傷

が発生す る可能性 を未然 に防 ぐことが挙 げ られ る.

しか しなが ら,一 方では規制す る区間が封鎖 とな る

ために利用者に不便 を もた らす とい うデ メ リッ トも

存在する.

現在行われてい る事前通行規制については,地 方

整備局が管理す る一般国道では連続雨量 を,JRで は

時間雨量 と連続雨量を基にした限界雨量曲線1)を 基準

として実施 され てい る.い ずれの場合においても,

これ らの規制基準 は過 去の災害履歴か ら決定 されて

い る.し か し近年,過 去に経験 の無い豪雨が発生す
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図-1直 線すべ りモデル

るケース も増加 してきてお り,過 去 の災害履歴 のみ

によって決 定 され る事前通行規制 のあ り方だけでは

十分 とは言 えない.過 去 の災害履歴 のみ ならず,利

用者や企業お よび施設管理者に とって どのよ うな規

制基準が最適で あるか とい う観 点が必要 となって く

る.

筆者 ら2)は,こ れまでに主に道路斜面を対象 として,

斜面崩壊に関する破壊確率p,斜 面崩壊に伴 う損失C

との積(p×C)と して算 定 され る損失期待値 を リス

ク と定義 し,そ の リス クを判 断指標 とした斜面 補

修 ・補強 の優先順位付 けに関す る検討 を示 してきた.

この研究 においては,損 失Cは 事業者損失(斜 面の

原形復 旧費,対 人 ・対物補修費)に 加 えて,利 用者

が被 る社会 的経済的損失(走 行時間損失,迂 回 ・走

行損失)の 和 として定義 した.

ここで,豪 雨時の事前通行規制を実施す ることと,

斜面が崩壊す る ことは全 く独 立事象で ある.し たが

って,リ スク評価 の観点か らは,事 前通行規制 は,

事業者損 失に含 まれ る対人 ・対物補修費のみを軽減

す るものであると位置付け られ る.

この ような観点か ら,本 研 究においては,一 般 国

道 にお ける豪雨時の事前通行規制 が対人 ・対物補修

費(人 身損失)を 軽減す る方策である として,そ の

規制基準値の最適値 の設定について,道 路管理者お

よび利用者 が被 る社会経済的損失 を最小化する とい

う観点か ら検討 を加 えるものである.

2.斜 面 の破壊確率 および発 生損 失

(1)期 待損失

本研究では一般 国道 を対象 として,降 雨に起 因す

る斜 面崩壊 による被害 と,豪 雨時の事前通行規制 に

伴 って発生す る損失 をコス ト次元で定量化 する.そ

のために,式(1)に 示す よ うに期待損失 とい う指標 を

定義す る3).対 象 とする損失は,複 数の斜面を含む地

域一帯での災害や事前通行規制 によるものではな く,

一般国道に付 随す る特定区間内の個別斜面が引き起

こすもの とす る.

(1)

ここに,Rは 期待損失,Piは 事象iが 発生す る確率,

およびCiは 事象iが 発生す る場合の損失 を表す.こ

の定義式 によると,期 待損失はあ る事象 に伴 う損失

の期待値 と表現 される ことにな り,損 失 の要因 とな

る事象 が生 じる可能性 と,そ の事象 が性 じた場合の

被害額を合わせて考えることが可能になる.

(2)斜 面の破壊確率

降雨による実際の斜面崩壊 の形態 としては,榎4)が

指摘 してい るよ うに,崩 壊土塊の層圧H(図-1で は

斜面高 さと標記)と 斜面の長 さLの 比H/Lが0.1程

度の薄い表層すべ りが多い ことが確認 されている.

この知見に基づ き,本 研 究では降雨に伴 う斜面崩壊

の形態 を,図-1に 示す直線すべ りを用いてモデル化

す るものと仮定する.こ の仮定条件 の下で,図-1に

示す直線す べ りモデルにおける斜面の安定性 を示す

性能 関数Qは,次 式のよ うに定義 される5).

(2)

こ こ に,γw[kN/m3]は 水 の 単位 体 積 重 量,γ[kN/m3]

は土 の単位 体積 重 量,Hw[m]は 水 面 の崩壊 面 か らの 高

さ(以 下,水 面 高 と称 す),H[m]は 斜 面 高 さ,

α[rad]は 崩 壊 面 の傾 斜 角,c[kN/m2]は 土 の粘 着 力,

φ[rad]は 土 の 内部 摩擦 角 を表す.

本研 究 では,性 能 関数Qに お ける土 の粘着力cと
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図-23連 一次元 タンクモデル

内部摩擦角 φは確率変数 と考 え,X=cお よびY=tanφ

は,そ れぞれX～N(μc,σc),Y～N(μtanφ,σtanφ)

とい う分布に従 うと仮定する.

なお,両 確率変数 に関す る平均値 と標準偏差は,

以下 のよ うに設定す る.す なわ ち,一 般 に斜面の安

定性 に係わ る強度定数 に関 しては,ば らつ きを考慮

した確定値のみが用い られ,明 確に平均値 と標準偏

差 が算定 され るこ とはない.こ のため,本 研究では,

安定解析 に用い られ る確 定値 を平均値 と設 定 し,変

動係数COVは 標 準偏差/平均値 と定義 され ることか

ら,標 準偏差は変動係数COVと 平均値の積 として設

定す る.な お,以 下の検討 においては,ば らつきが

比較的小 さい場合 を想定 し,変 動係数COV=0.1と 設

定す る.

本研 究では降雨 による地下水位 の変動 を考慮 した

斜面の破壊確率 を求めるために,あ る水面高 瑞 に対

して,Qが0を 下回る確率Prob[Q(Hw)＜0]を 算定す る

もの とする.な お,水 面高 瓦 については,降 雨 との

関連性 を考慮す る必要 があるため,次 節 に示す タン

クモデルを用いてその変動をモデル化する.

タンクモデル を介 して求め られ る水面高Hwは,雨

の降 り方に対す る 篤 の時間的変動が再現 されている.

そ こで,降 雨の始 ま りか ら水面高が徐々に上昇 し,

や がて降雨 が終 了す ると斜 面内の水分が引き始 め,

水 面高 さも下降 してい くとい う水面高の時間変動 の

開始 か ら終 了の うち水面高の最高値 を採用す る.そ

して,こ の値 をも とに して性能関数gが0を 下回る

確 率,す なわ ち,Prob[Q(max{Hw})＜0]を 算 定す るこ

ととす る.こ の確率 を以後,条 件付破壊確率pfと 称

する.

(3)降 雨ハザード関数

本研究では,降 雨に起因 した斜 面災害 について検

討 を行 うため,考 察の対象 とす る特定地域 にお ける

降雨の傾 向につい ても考える必要が ある.そ の考 え

方 として,対 象地域の過去 の降雨状況か らその地域

の大雨の発 生確率 を決定す るとい う方法 を用いるこ

とにす る。

対象地域 にお ける過去20年 間の降雨データか ら多

い順に上位20位 の連続雨量 を調べ,そ の情報を基に

して連続雨量の年超過確率をガンベル法3)に より求め

る.ガ ンベル法に よれ ば,あ る連続 雨量r[mm]を 超

える降雨が一年 間に発 性す る確率(以 下,年 超過確

率 と称す)ψ(r)は,

(3)

と表 される.こ のψ(r)は,あ る連続雨量rに 対する

降雨ハザー ド関数 とも呼ばれる.な お,式(3)の α,

お よびbは 対象地域 の過去 の降雨状況によって決 ま

る定数である.

(4)タ ンクモデル

式(2)の よ うな直線す べ りモデル を考えた場合,

降雨の状態 が どの程度水面高の上昇に影響 を及ぼす

か を考える必要が ある.本 研究では この点を考慮す

べ く,比 較 的簡単 に降雨に よる水面高の変動 を推定

す る方法 として,流 出解析 で用い られ るタンクモデ

ル を用い るもの とす る.タ ンクモデル とは,あ る地

域で の降雨がその流域で どの よ うな流 出 となって表

れ るか を推 定す るための手法であ り,豪 雨時の洪水

予測や灌漑 な どの地下水利 用を 目的 として用い られ

てきた6).

本研 究で用い るタンクモデル は,降 雨への応答 を

モデル化 した2段 タンクか らな る一次元 タンクモデ

ル を,斜 面の上部,中 間部,お よび下部 に連結 した

図-2に 示す3連 一次元 タンクモデルである7).な お,

一次元 タンクモデル は
,ホ ー トン地表流 と降雨浸透

に関係す る上段 タンク と側方浸透 を発生 させ る下段

タンクで構成 されている.こ の よ うなタンクモデル

を用 いて,降 雨に対す る水面高変動 の応答性 を再現

す ることとす る.
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(5)発 生損失の分類および算定方法

本研究では,一 般国道において斜面災害の発生時

に想定される社会経済的損失,お よび事前通行規制

時に想定される社会経済的損失を考察の対象 とする.

これ らの社会経済的損失には道路事業者が被る損失

(直接損失)と,道 路の寸断が社会全体に及ぼす経

済的損失(間 接損失)と が あ り,そ れ らの損失額 を

計算す る必要がある8).

考察の対象 とす る損失は,被 害額 として定量的に

計算できる以下の4つ の項 目とす る.

i)人 身損失(C1)

◇ 被災 した道路利用者 の人的損失 と物的損失

ii)復 旧費用(C2)

◇ 災害後の道路復旧に要する費用

通)迂 回損失(C3)

◇ 災害時の迂回による交通コス トの増分

iv)空 振損失(C4)

◇ 事前通行規制時の迂回に よる交通コス トの増分

人身損失(C1)は,崩 壊 してきた土砂(落 石)に

車輌 が埋 没す る,あ るいは,道 路 に到 達 した土砂

(落石)に 車輌 が制動で きず衝突す るこ とに よって,

死 亡,負 傷,軽 傷,お よび物損 を被 る災害被災者 の

被害額である.

復 旧費用C2は,交 通遮断の回復までに要 した費用

が対象 とな り,災 害発生 に伴 う恒 久対策 工事の費用

を含 めず,復 旧工事費 と到達土砂 の運搬処分費か ら

算定す る.

迂回損失C3は,斜 面災害で路線 区間が通行止 めに

なるこ とによ り発 生す る,道 路利用者 の被 る社会的

損失 のこ とであ る.道 路利用者 は,通 常は通行でき

る路線 区間が斜 面災害 によって通行封鎖 されて しま

うと,目 的地までの道 の りを迂 回せ ざるを得ない.

そのためによ り多 くの時間を要 した り,迂 回路 を走

行す るこ と自体に通 常 よりも多 くの走行 費用 を要 し

た りと,数 々の損失 を被 ることになる.迂 回損失は,

その よ うな災害時の道路封鎖 によって強い られ る道

路利 用者 の時 間費用損失 と走行費用損 失の和か らな

り,道 路利用者が受け る負担 を定量化 した もので あ

る.

空振損失C4は,事 前通行規制の空振に伴い発生す

る損失である.こ こで言 う事前通行規制の空振 りと

は,事 前通行規制 を行 ったに も関わ らず,斜 面崩壊

が生 じなかった場合の ことである.な お,平 成2年

度か ら平成16年 度までの15年 間の平均通行止め時

間 としては,事 前通行規制 区間内で災害発生 に起因

す る通行止めが約20%で あることに対 し,事 前通行

規制の空振 りが約30%,事 前通行規制区間以外 の災

害に よる通行止 めが約50%で あった と報告 され てい

る9).

この ような事前通行規制 の空振においては,人 身

損失(C1)お よび復 旧費用(C2)は 発生 しない が,

通行封鎖に よって当該区間の通行がで きな くなるた

めに,斜 面災害発 生 時 と同 じよ うな迂 回 に伴 う時

間 ・走行費用損失 が発 生す る.し か しなが ら,こ の

場合の迂 回に伴 う時間 ・走行費用損失は,斜 面崩壊

が生 じていないがゆえに,当 該 区間の安全が確認 さ

れれ ばただちに通行可能 となるので,迂 回損失C3と

等 しい値 とはな らない.

空振損失C4の 算定にあたっては,単 位時間あた り

の時間費用損失 と走行費用損失が,災 害に よる迂回

損失C3の 算定に用いた もの と同じであることを利用

す る.こ れ は,封 鎖の要因が斜面災害であれ事前通

行規制であれ,封 鎖 していない ときの 当該 区間の交

通量や迂 回路 の長 さな ど,損 失算定 に用い る単位時

間あた りの基本 的なデータは当該 区間特有の もので

あ り,変 わらないためである.

上記 の考 えの下,事 前通行規制 による規制 時間を

A時 間,斜 面災害時に想定 され る通行止 め 日数 をB

日間 として,

(4)

とい うパ ラメ ー タ εを設 定す る.こ の パ ラメ ー タ を

用 い て,

(5)

とい う関係式により空振損失C4を 算定する5).

(6)規 制基準雨量の超過 ・非超過による場合分け

本研 究では,地 方整備局が管理す る一般国道 で実

施 されてい る,連 続雨量 を判断基準 とした事前通行

規制 を想定す る.一 般 国道では,当 該箇所の連続 雨
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図-3規 制基準雨量の超過 ・非超過による場合分け

量が,基 準値 である規制基準雨量 を超過 した際に事

前通行規制が実施 され る.こ の想定 のも と,連 続 雨

量r[mm]が 規制基準雨量r0[mm]を 超 えるか超 えない

かによって,ま た,斜 面災害が発生 したか発 生 しな

かったかによって,計4つ の場合分 けを考えること

ができる.

case1.rがr0を 超過 し,か つ斜面災害が発生する.

◇ このケースでは期待損失はpf×(C2+C3)で ある.

case2.rがr0を 超過 し,か っ斜面災害が発生 しない.

◇ このケースでは期待損失は(1-pf)×C4で ある.

case3.rがr0を 超過せず に,斜 面災害が発性する.

◇ このケースでは期待損失はpf×(C1+C2+C3).

case4.rがr0を 超過せず,斜 面災害も発生 しない.

◇ このケースでは期待損失は0で ある.

この場合分 けを図にしたものを図-3に 示す.こ れ

ら4つ のケースをもとにして,規 制基準雨量r0を あ

る値 に設定 した ときの期待損 失を算 出す ることがで

きる.な お,こ れ ら4つ のケースの分類 は,規 制基

準雨量r0を どの値に設定す るかに よって変わって く

る.例 えば,規 制基準雨量r0を 大きな値 に設 定すれ

ば,豪 雨時でも連続 雨量は規制基準雨量を超過す る

ことは少 な くな り,事 前通行規制はあま り行われな

くなるので,case1やcase2よ りもcase3やcase4の ほ

うが生 じやす くなる.逆 に規制基準雨量r0を 小 さい

値に設定すれ ば,case3やcase4よ りもcase1やcase2

のほ うが生 じやす くなる.

(7)年 間期待損失

いま,前 節 によってcase1～case4の 期待損失が分

か ってい るので,そ れ ら全体の和 を最小 にできるよ

うな規制基準雨量r0を 設定す ることを試み る.

あ る特定 の斜面が破壊 す る確率 は,条 件付破壊確

率pfで 表 され,当 該地域での豪雨の発生の しやす さ

は年超過確 率ψ(r)で 表 され るとす る.い ずれも連続

雨量rを 基に決定 され る値であ り,年 超過確率ψ(r)

は1年 を単位 としたある連続 雨量値r[mm]対 す る超

過確率 である.ψ(r)は 降雨ハザー ド関数 とも呼ばれ,

4つ のケースについてこの降雨ハザー ド関数を合積す

るこ とによって,そ れぞれ の合計期待損失 を1年 単

位 で求 めるこ とができ る.以 下,こ れを年 間期待損

失 と呼び,R(r0)で 表す.年 間期待損失R(r0)は 規制基

準雨量r0の 関数である.

年 間期待損失R(r0)は,連 続 雨量が規制基準雨量を

超過 しない場合,す なわち事前通行規制 を実施 して

いない際に生 じる期待損失R(r<r0)と,連 続 雨量が規

制基準雨量を超過す る際,す なわち事前通行規制 を

実施 してい る際 に生 じる期待損失R(r>r0)の 和で表 さ

れ る.

(6)
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図-4想 定する降雨波形

図-5想 定する降雨の継続時間

この うち,R(r<r0)に つ いて は前節 のcase3とcase4

にお け る期 待 損 失 に 降 雨ハ ザ ー ド関数 を合 積 した も

のが 該 当 し,図-3で は非超 過 リス ク と して示 され て

い る.R(r>r0)に つい てはcase1とcase2に お け る期待

損 失 に降 雨 ハ ザ ー ド関数 を合積 した もの が該 当 し,

図-3で は超 過 リス ク と して示 され てい る.し たが っ

て,年 間期 待損 失R(r0)は 式(5)の よ うに表 され る.

(7)

R(r<r0)に つ い て はrの 積 分 区 間が0か らr0に,

R(r>r0)に つ い てはr0か ら∞ とな って い る こ とに留 意

され た い.

この よ うに して求 め る年 間期 待損 失R(r0)は,先 に

も述べたよ うに規制基準雨量r0の 関数 となってい る.

すなわ ち,R(r0)の 大小はr0の 設定によって左右 され

るので,r0の 設定 によって,当 該 区間に発生す る年

間期待損失 を最小にできるとい うことを意味する.

3.一 般 国道 における適応例

(1)雨 の降り方に対する検討

現在,地 方整備局が管理す る一般 国道では,豪 雨

時の連続雨量が区間ご とに定め られ る規制基準雨量

を超過 した際に事前通行規制が実施 され てい る.し

か し,一 口に豪雨 と言 って もその形態は様々であ り,

降 り始 めか らの総 雨量 にのみ着 目す るだ けでは,豪

雨に対す る斜 面災害の危険性,お よびそれが もた ら

す社会経済的な損失 を検討 す るには十分 ではない.

同 じ降雨強度 が数 時間程度続 くとい う降雨 も存在す

るが,時 間 とともに強度が増減す る降雨 も存在す る.

また,強 い降雨が短時間で発 生す る場合 もあれ ば,

弱い降雨が長 い時間発生す る場合 もある.そ こで本

研究で は,降 雨強度の時間的な変動,す なわち降雨

波形 と,降 り始 めか ら降 り終わ りまでの降雨の継続

時 間について考慮 した事前通行規制 の検討を行 うも

のとす る.降 雨波形については図-4に 示す ような,

降 り始めの降雨強度が最 も強 く,時 間 とともに減衰

してい くパ ター ン(以 下,前 方集 中型降雨 と称す)

と,降 り始 めは弱 く,時 間 とともに降雨強度 は強 く

な るが,ピ ー クを境に強度 が減衰 してい くパ ター ン

(以下,中 央集 中型降雨 と称す),お よび時間 とと

もに強度 が増 し,降 り終わ りの降雨強度が最 も強い

パター ン(以 下,後 方集 中型降雨 と称す)の3つ の

パ ター ンを想定す る.ま た,降 雨の継続 時間につい

ては図-5の 中央集 中型降雨の事例 に示す よ うに,3

時間継続する降雨か ら14時 間継続す る降雨まで降雨

の継続 時間を1時 間ずつず らす ことで,計12パ ター

ンを想定す るもの とす る.な お,両 図の縦軸 に示す

雨量配分 とは,降 雨開始時か ら終了時までに降 った

雨量の合計に対 して,そ の うち何%が 各時間に降った

のかを表す ものである.

(2)考察対象区間の概要

本研 究では,過 去 にも数回の事前通行規制実施 の

実績が存在 し,実 際に規制基準雨量が250mmと 定め

られてい るあ る地 区を考察の対象 として,前 章で示
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表-1想 定交通量

表-2そ の他の計算条件

した考 え方の下,豪 雨時の事前通行規制 におけ る規

制基準雨量の試算 を行 う.試 算に必要 な条件 として,

降雨ハザー ド関数は この区間に最 も近い気象観 測所

が とらえた過去の降雨記録 を基に決 定 し,各 損失額

の算定に用いた交通量 は表-1の デー タを用い,そ の

他 の条件 は表-2に ある値 を仮定 した.な お,本 研究

では,人 身損失C1の 算定に必要な,死 亡時の1人 あ

た りの人身損失額 を32,971千 円と想定 した3).

迂 回損失の算定 にあたっては,災 害が発生 し表-2

に示す崩壊土量(1,300m3)を,道 路か ら除去 し復 旧

す るまでに要す る日数 を,積 算基準に基づき13日 間

と設 定 した.

事前通行 規制 を実施 して も無災害で あった場合 は,

豪雨が止んだか らといって即座 に当該 区間の規制 を

解 除す るこ とは想 定せず,道 路管理者 は規制を解 除

す る前 に当該 区間に何 も問題が発 生 してい ない こと

を点検 し,安 全が確認 され てか ら通行規制 を解 除す

る と想 定す る.こ の とき,道 路管理者 が当該 区間の

通行 は危険で ある と判 断す る材料が存在 した り,あ

るいは安全 を確認 しよ うに も夜間であ るために確認

が困難 な場合 には,さ らに規制時間が長 引 くこ とも

予想 され る.こ こで,事 前通行規制時において通行

規制の時間的な長 さは一意 に決 まるものではな く,

降雨の状況や いつ通行規制 が実施 されたかによって

も異な るものである.し か し,次 節お よび次 々節で

表-3損 失額算定結果

は,道 路事業者への ヒア リング結果 に基づ き,平 均

的な規制時間については,30時 間 と設定 した.

す なわち式(2)に おけるεは,

(8)

となる.前 章で も示 したが,空 振損失 は迂回損失 の

この ε倍 である.こ の よ うに して算定 したそれ ぞれ

の損失額を表-3に 示す.な お,に 示すC1～C3に 示す

各種損失の算定根拠については,付 録に示す.

(3)降 雨波形による期待損失の違い

前節で示 された条件の下,図-4に 示 したよ うな

降雨が12時 間継続す ると仮定 して,前 方集中型,

中央集中型,後 方集 中型 の3つ の降雨パター ンにつ

いて年間期待損失の算定を行 った.ま た,そ の際,

計算 で得 られた年 間期待損失が最も小 さくなる規制

基準雨量を,道 路利用者お よび道路管理者 が被 る損

失 を最小限にできるとい う意味で,規 制開始のため

の最適な規制基準雨量であると判断することにした.

この算定結果を図-6に 示す.同 図か ら,前 方集 中

型降雨は中央集 中型降雨や後方集中型降雨に比べて,

より大きな規制基準雨量値 が適 してい ること,す な

わち前方集 中型降雨では中央集 中型降雨や後方集 中

型 降雨 よりも降 り始 めか らの雨量に対 して緩 めな規

制基準を設定することが可能であることが分かる.

これは同 じ斜面で も,前 方集 中型の降雨のほ うが他

の波形の降雨 よりも崩壊 を生 じさせにくいためと考

えられ る.ま た,前 方集 中型降雨は中央集 中型降雨

や後方集 中型降雨に比べて,同 じ連続雨量 において

も算定 される年間期待損失が小 さい ことも分かる.

このことか ら,道 路管理者は前方集中型降雨よ りも

中央集 中型降雨や後方集 中型降雨のほ うが豪雨時に

大 きな損失を発生する可能性 があることを認識する

必要があると言える.
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(a)前 方集中型降雨

(b)中 央集 中型降雨

(c)後 方集中型降雨

図-6規 制基準雨量と年間期待損失の関係

(4)降雨の継続時間と連続雨量による限界雨量曲線

前節では降雨の継続時間が12時 間である場合の規

制基準雨量と年間期待損失の関係を示 したが,本 節

では,降 り始めから降り終わ りまでの時間,す なわ

ち降雨の継続時間の長 さも変化させた規制基準雨量

の算定について考える.前 節と同様に年間期待損失

が最も小さくなる連続雨量が,道 路利用者および道

路管理者の被る損失を最小限にできるとい う意味で

規制開始のための最適な規制基準雨量であると考え,

その連続雨量を,降 雨の継続時間ごとに求めた.

図-7連 続雨量 と降雨の継続時間の関係

(規制時間30時 間)

この算定結果 を図-7に 示す.こ の図は横軸が連続

雨量を表 し,縦 軸に降雨の継続時間を表 してい る.

降雨波形別 に3つ の曲線が見てとることができ,プ

ロッ トされた各点は,降 雨波形,お よび降雨 の継続

時間 ごとの年 間期待損失 を最小にす る規制基準雨量

を表 している.

この曲線の物理的意味は,あ る降雨の挙動が曲線 よ

りも左 下の領域 に収まる場合 は,そ の降雨の状況下

では事前通行規制 を行 う必要がない ことを表 し,曲

線 よ りも右上の領域に達す る場合 は,事 前通行規制

を行 うほ うが期待損失 をよ り小 さくす ることがで き

ることを表 してい る.す なわち,こ の曲線 が事前通

行規制 を行 うか行わないかの分岐点を示 してお り,

曲線 より左下領域では事前通行規制を行 わない方が

期待損失 は少な く,曲 線 よ り右上領域 では事前通行

規制 を行 う方が期待損失 は少な くな ることを示 して

いる.こ の曲線 は,現 在JRが 用いてい る限界雨量 曲

線 が横軸 を連続雨量,縦 軸 を時間雨量 としてい るこ

とに対 し,縦 軸 を降雨の継続時間 としてい る部分 と,

斜 面災害 と事前通行規制 の空振に よる社会経済的損

失 に着 目して,そ れを最小 にす る事前通行規制の判

断材料 となる ところが,既 存の限界雨量曲線 と異な

る部分である.

図-7の 特徴 として,い ずれ の降雨波形 においても

降雨の継続時 間が長 くなる と規制基準雨量は一定の

値 に収束す ることが見受け られ る.こ れ は,3～4時

間の よ うに短い時間に極端 に多量の雨が もた らされ

る場合 は斜面 に浸透す る雨 の量は少ないが,そ れ よ
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(a)規 制時間15時 間

(b)規 制時間60時 間

図-8規 制時間の連続雨量の関係

りも長い時 間をかけて大雨が継続 す る場合 は斜面に

浸透 する雨 の量が多 くな り,斜 面崩壊 の危 険性 が高

くな るとい うタンクモデル の特徴 を反映 してい るた

めと考え られ る.

注意すべ き点は,社 会経済 的損失 に着 目した規制

基準であ るために,こ こで得 られた規制基準雨量は,

この損失に依 存 したもの とな るところで ある.本 研

究においては,表-1お よび表-2で 示 した規制区間の

状況 下で得 られ る社会経済的損失 を想定 したが,区

間の長 さや交通量等はそれぞれの区間で異 なるもの

であ るため,そ れぞれの規制 区間で斜 面災害時お よ

び事前通行規制 の空振時に発生す る社会経済的損失

は個別な もの となる.し たがって,本 研 究で示す事

前通行規制 の基準 の設定方法を用い る と,規 制基準

は規制区間ごとに異なったものとなる.

(5)規制時間と規制基準の関係

前節お よび前 々節 では事前通行規制 による規制時

間を30時 間と想定 して,規 制基準の設定方法に関す

る試算 を行 った.し か し,こ の規制時間は一意に決

ま るものではな く,降 雨の状況や,い つ通行規制が

行われているのかによって も異 なるものである.そ

こで本節では この規制時間が状況 によって変動す る

もの として とらえ,規 制基準雨量の試算 を行 うもの

とす る.

規制時間を前節お よび前々節 の半分である15時 間

と,倍 である60時 間について,こ れまでの検討 と同

じく社会経済 的損失を最小 にす る規制 基準雨量 を試

算す る.降 雨波形 についても,こ れまでの検討 と同

じく前方集 中型,中 央集 中型,お よび後方集中型 の3

つのパターンを想定 し,降 雨の継続時間についても3

時間から14時 間の各1時 間について想定す る.す な

わち,他 の条件 を変 えずに,規 制時 間が半分になっ

た場合 と倍になった場合 を想 定す るもので あ り,式

(3)に おけるεだけが前節お よび前々節 での値の半分

あるいは倍になる.こ れに伴って空振損失C4も 変化

す ることにな る.

図-7と 同様に,年 間期待損失 を最小にす る規制規

準雨量 と降雨の継続時間の関係を図-8に 示す.規 制

時間が15時 間である場合は,30時 間の場合 と比べて

前方集 中型降雨では規制基準 が70mm程 度小 さくな

るが,中 央集 中型お よび後方集 中型降雨では,50mm

程度小 さくなる.一 方,規 制時間が60時 間である場

合は,30時 間の場合 と比べて前方集 中型降雨では規

制基準が80mm程 度大 きくなるが,中 央集 中型お よ

び後方集 中型 降雨では60mm程 度大 きくなる.こ れ

は,本 研究で示す規制基準 の設定方法が,当 該 区間

が斜 面災害時お よび事前通行規制時に発生す る社会

経 済的損失 に依存す るものであ り,そ の社会経済的

損失の中でも,空 振損失C4の 値は事前通行規制の時

間的な長 さによって決定 され るもので あるためで あ

る.そ のため,本 研究で示す規制基準の設 定方法 に

おいては,こ の規制時間の長 さによって規制基準雨

量が左右 され るものであることを示 している.

4.ま とめ

本研 究は,一 般 国道 にお ける豪雨時の事前通行 規
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制について,斜 面災害に伴い発生する社会経済的損

失 と事前通行規制そのものにともない発性する社会

経済的損失を踏まえて,こ れらの損失を最小にする

事前通行規制の規制基準の設定方法に関する試算を

提案 した.現 状でなされている事前通行規制が過去

の災害実績によって規制基準が設定されることに対

し,本 研究では道路利用者および道路管理者が被る

社会経済的損失に目を向けた点が従来の事前通行規

制の考え方と異なる部分である.

斜面災害の要因となる降雨については,そ の降 り

方に着 目し,降 雨の継続時間と降雨波形 ごとに社会

経済的損失を最小にす る事前通行規制の規制基準を

算定 した.そ の結果,一 律な規制基準ではなく,降

雨の継続時間ごと,降 雨波形ごとに異なる規制基準

が得 られた.

ただし,本 研究で示 した設定方法で得られ る規制

基準は,斜 面災害時および事前通行規制時に発生す

る社会経済的損失の大きさに依存するものであるた

め,規 制区間ごとに豪雨の発生のしやすさや,そ の

区間の利用者の多さ,す なわち社会経済的な重要性

は異なっていることを考慮すると,規 制区間ごとの

規制基準の設定が必要であると言える.ま た,規 制

時間の長さは予め一意に決まるものではないが,規

制基準雨量はこの規制時間の長 さにも依存するもの

であることにも注意が必要である.

付 録

斜面崩壊 に よって発生す る損失 は,崩 壊 した土砂

の撤去 ・復 旧費用C1,迂 回 に伴 う時間 ・走行費用損

失C2,人 身損失C3の 大 きく3つ に分類 され,そ れ らの

和が総損失額 となる.

その計算方法 は,以 下に示す通 りである.

a)崩 壊 した土砂の撤去 ・復 旧費用C1

(9)

ここに,V0は,到 達土砂量[m3]を 表す.

b)迂 回に伴 う時間 ・走行費用損失

C2=復 旧目数 ×利用者損失(10)

ここに,復 旧 日数は,到 達土砂量を一 日当た りの搬

出土砂量で除 した値であ り,利 用者損失は,時 間損

失 と走行損失の和である.

c)人 身損失C3

(11)

ここに,M1は 土砂への埋没による被災人数,M2は

到達土砂へ の車両衝突に よる被災す る人数,Iは 死

亡時の一人当た りの人身損失額(32,971[千 円])を

表す.

また,土 砂への埋没 による被災人数M1,お よび

到達土砂への車両衝突による被災する人数M2は,

それぞれ次式によ り算定する.

M1=

(時間交通量)
1000×(走 行 速 度)

×(平均乗員数)×(崩壊の到達幅)(12)

M2=

(時間交通量)
1000×徒 行速度)

×(平均乗員数)×(制動停止距離)(13)

式(9)～ 式(13)に基づ く損失算定に用いた具体的な諸

元を以下に要約 して示す.

・平均乗車人数は2人

・死亡時の1人 当りの人身損失額Iは32 ,971千 円

・迂回路の平均走行速度は30km/h

・迂回路の長 さは事前通行規制区間の長 さの5倍

・災害復 旧時の1日 あた りの土砂運搬量は100m3
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A Proposal on Establishment of Early Traffic Warning Systems against Heavy Rainfall 

Based on Social Economic Losses

By Hiroyasu OHTSU and Yuichiro UMEKAWA 

Early traffic warning systems against heavy rainfall carry out traffic regulations before disasters occur in 

order to reduce risks of slope disasters caused by heavy rainfall. The objective of -the system is prevention

of the losses of life and injury caused by the disaster. It has the disadvantage, however, that drivers cannot 

pass the route, appearing when the slope disaster does not occur under the traffic regulation. 
In this proposal, we investigate the social economic losses when a slope collapses or early traffic warning 

systems are carried out, considering the probability of failure of slope. More specifically, social economic 

losses are classified into direct losses and indirect losses. The direct loss is related to cost of slope 

restoration and compensation for damages to vehicles, passengers and private properties. On the other hand, 

the indirect loss is related to losses to road users due to diversions during interruption of road service 

caused by slope failures or the traffic regulation by the early traffic warning system. Furthermore, we 

utilize Tank Model in order to consider the ground water level change to calculate a probability of slope 

failures by a difference of rainfall patterns and continuities. 

While the conventional early traffic warning system is based on the historical records of slope disasters, 

the system which we propose is based on the social economic losses. Regarding accumulated rain as a 

criterion for traffic regulations against heavy rainfall, we propose the method for establishment of the early 

traffic warning system focuses on socio-economic view points.
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